
お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

信託実務研究会

税理士・会計士が、顧問先から
「なぜ教えてくれなかったのですか」

と言われないための
リスク回避の法務知識

生講座を「オンラインＬＩＶＥ講座」にて配信!

東 京 生 講 座 40 名様会場受講 先着9/9 月 16:00-18:00 ※オンラインLIVE講座は
　チャットによる質問が可能です。オンラインＬＩＶＥ講座※

受講料 一般 ： 会員 ： 無 料 信託実務研究会 / 資産税実務研究会 / 
定額制クラブ / 資産税オンラインスクール 会員

会　場

［オンライン］15,000円

［会場受講］15,000円

月
定例会
92019.

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F　TEL：03-6262-3553
［浜松町］ ビジョンセンター浜松町 JR山手線・京浜東北線「浜松町駅（南口-S5階段・金杉橋方面）」 徒歩3分

東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅（南口-1出口）」 徒歩3分、都営大江戸線・浅草線「大門駅（A1出口）」 徒歩5分

講　師 西本 拓司 氏 司法書士法人おおさか法務事務所
副代表

奈良県生駒市出身。奈良県奈良高等学校卒業。関西大学法学部卒。
平成１８年司法書士法人おおさか法務事務所入社。
企業法務に特化し、コンサルティングファームや金融機関と連携した事業承継や
Ｍ＆Ａに伴う法務の実務にも多く携わっており、会社の規模に関わらず、全国の多
くの中小企業に携わる。

業界の変化が著しい昨今、税理士・会計士には税務会計のみならず総合的な知識が求められる場面が多いのでは
ないでしょうか。顧問先の抱えるリスクを事前に指摘しないまま困難な状況に陥った場合、法的問題であったとしても
「いつも見てもらっていたのに指摘がなかった」と真っ先に矢面に立たされるのは“顧問税理士”という場面を、私たち
は度々目の当たりにしてきました。
リスクを考慮しないまま税務面だけ、あるいは形式的な提案になっていませんか。本質的なコンサルティングがなけ
れば、これからの士業は取り残されると言っても過言ではありません。
定期的に顧客との接点がある“顧問税理士”だからこそ、指摘できること、解決できることがあります。



株式会社ファルベ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 宝町TATSUMIビル4Ｆ  TEL 03-6228-3272  担当：藤井・内海

TEL.1 TEL.2　携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。

FAX E-mail

ご住所 〒

事務所名参加者名｜フリガナ

2019/9/9（月）「税理士・会計士が、顧問先から「なぜ教えてくれなかったのですか」と言われないためのリスク回避の法務知識」 申込書

お申込み方法

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

03-5539-3751 HPからのお申込みはこちら http://farbe-net.com/FAX送信先

セミナーの詳細、インターネットからのお申込みは で検索！フ ァ ル ベ セ ミ ナ ー

受講形式　※いずれかの項目にチェックを入れてください。

□ 生講座会場受講 （40名様） □ オンラインLIVE講座

種　　別　※いずれかの項目にチェックを入れてください。

□ 一般□ 定額制クラブ会員□ 信託実務研究会会員 □ 資産税実務研究会会員□ 信託実務研究会に入会してお申込み（月額6,000円）

会場案内

講座内容

ビジョンセンター浜松町
東京都港区浜松町2-8-14　浜松町TSビル4F,5F,6F
TEL：03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線 「浜松町駅（南口-S5階段・金杉橋方面）」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線 「モノレール浜松町駅（南口-1出口）」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線 「大門駅（A1出口）」 徒歩5分

浜松町

定期的に顧客との接点がある“顧問税理士”だからこそ指摘できる、顧問先、関与先に必ずある潜
在的リスクを実際にあった事例を基にお話しさせていただきます。
　
■具体事例
①夫婦の離婚問題が会社の問題に。
②取締役解任によって会社に損害賠償請求が。
③社長が意識不明となり会社の機能がストップ。
④行方不明の株主の存在によりＭ＆Ａが破談に。
⑤名義株主からの権利主張。　他


